
令和　７年　３月２８日

（株）岡谷組

長野県岡谷市幸町６－６

Ｒ６国道１８号上田ＢＰ蒼久保地区外改良４工事

長野県上田市蒼久保地先外

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

１７７，１００，０００円（税込み）

＋　３，７１８，０００円（税込み）

１８０，８１８，０００円（税込み）

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要



令和　７年１１月２６日

（株）岡谷組

長野県岡谷市幸町６－６

Ｒ６国道１８号上田ＢＰ蒼久保地区外改良４工事

長野県上田市蒼久保地先外

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１６日

　１８０，８１８，０００円（税込み）

＋　４７，３５５，０００円（税込み）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

【道路改良（蒼久保・芳田地区）】
道路土工（掘削工(ICT)3,200m3）
舗装工【指定部分】（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（跨道橋橋面）157m2、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（取
付道路）99m2、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（側道舗装）1,260m2）
踏掛版工（みすず台跨道橋）【指定部分】（踏掛版工14m3）
防護柵工【指定部分】（路側防護柵工25m）
標識工【指定部分】（小型標識工2箇所）
仮設工（工事用道路工1式）
【橋梁下部【指定部分】】
歩道橋下部工（橋脚基礎躯体工4基）
【道路維持】
除草工（道路除草工190,000m2）
【道路改良（国分地区）【指定部分】】
道路土工（掘削工(ICT)7,900m3）
植生工（植生ﾏｯﾄ1,480m3、法面保護工22m2）
舗装工（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工10m2）
排水構造物工（側溝工50m、管渠工96m、集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工6箇所、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰ
ﾄ工34m）
防護柵工（防護柵工3m、車止めﾎﾟｽﾄ工2本）
階段工（階段工3m）
仮設工（工事用道路工1式、交通管理工1式）
【道路改良（南条地区）】
道路土工（残土処理工11,500m3）
仮設工（工事用道路工1式）

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

工 事 概 要

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



　２２８，１７３，０００円（税込み）

【道路改良（蒼久保・芳田地区）】
１．道路土工
　現地精査の結果、掘削工を増工するとともに、掘削工（ＩＣＴ）、路体盛土
工、法面整形工、法面整形工（ＩＣＴ）、残土処理工を数量精査（減）する。
２．舗装工【指定部分】
　１）現地精査の結果、アスファルト舗装工（跨道橋橋面）を数量精査（増）
　　し、アスファルト歩道工（取付道路）を数量精査（減）する。
　２）現地精査の結果、アスファルト舗装工（側道舗装）を増工するとともに、
　　数量精査（減）する。
３．踏掛版工（跨道橋）【指定部分】
　跨道橋舗装に伴い、踏掛版の施工が必要不可欠であることから、踏掛版工を追
加する。
４．防護柵工【指定部分】
　関係機関協議の結果、ガードレール規格の変更を行う。
５．標識工【指定部分】
　関係機関協議の結果、跨道橋供用に伴い標識工【指定部分】を追加する。
６．仮設工
　橋梁下部工の施工及び、占用移設に伴う関係機関協議の結果、工事用道路工を
追加する。
７．歩道橋下部工【指定部分】
　現地調整の結果、運搬距離の規格の変更に伴い作業土工を増工する。

 ８．除草工【指定部分】
　現地精査の結果、除草工の規格変更を行う。

 ９．共通仮設費
　下部工における地質調査費の追加や、ＩＣＴ活用及びＢＩＭ/ＣＩＭ活用に伴い
技術管理費を増工する。

【道路改良（国分地区）【指定部分】】
１０．道路土工
　現地精査の結果、掘削工（ＩＣＴ）及び残土処理工を数量精査（増）する。
１１．法面工
　現地調査の結果、法面の土壌条件を考慮した材料への規格変更を行うととも
に、数量精査（増）する。
１２．舗装工
　排水構造物工の施工に伴う、舗装復旧としてアスファルト舗装工を追加する。
１３．排水構造物工
　１）現地精査の結果、作業土工について数量精査（増）するとともに、管渠工
　　の材料規格の変更を行う。
　２）地元要望及び関係機関協議の結果、法面からの排水対策として側溝工を追
　　加する。
　３）現地精査の結果、将来管理の観点からプレキャストマンホールの天端高の
　　変更を行う。
１４．防護柵工
　地元要望及び関係機関協議の結果、安全対策として防護柵工を追加する。
１５．階段工
　地元要望及び関係機関協議の結果、付け替えを実施した用水路の管理を行うた
めの階段工を追加する。
１６．仮設工
　現地精査の結果、工事用道路工及び交通管理工を数量精査（増）する。
１７．共通仮設費
　１）仮設材運搬について、前工事の引継ぎを行ったため、運搬費を減工する。
　２）ＩＣＴ活用に伴い、技術管理費を増工する。

【道路改良（南条地区）】
１８．道路土工
　現地精査の結果、道路土工を数量精査（増）する。
１９．仮設工
　土砂搬入時の防塵対策として、工事用道路工を追加する。
２０．工期
工期は、上記の増工により１８日間延長し、令和８年３月１６日までとする。

変更理由

変 更 後 の 契 約 金 額


